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軍
人
が
祀
ら
れ
て
い
る
神
社

原

剛

　

明
治
以
降
の
日
本
陸
海
軍
で
、
い
わ
ゆ
る
軍
神
と
云
わ
れ
た
人
が

か
な
り
い
た
が
、
祭
神
と
し
て
神
社
に
祀
ら
れ
た
の
は
、
大
村
益
次

郎
を
は
じ
め
、
陸
軍
で
は
西
郷
隆
盛
・
児
玉
源
太
郎
・
乃
木
希
典
・

永
山
武
四
郎
・
橘
周
太
・
山
下
奉
文
、
海
軍
で
は
西
郷
従
道
・
東
郷

平
八
郎
・
広
瀬
武
夫
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
、
全
国
的
に
有
名
に

な
る
と
と
も
に
郷
土
に
お
い
て
も
人
気
と
信
望
を
得
て
い
た
た
め
、

神
社
を
建
て
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
こ
れ
ら
の

神
社
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

な
お
、
戦
死
し
た
多
く
の
軍
人
が
祀
ら
れ
て
い
る
靖
国
神
社
や
全

国
に
あ
る
護
国
神
社
は
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

一
、
大
村
神
社
（
山
口
市
鋳
銭
司
）

　

大
村
益
次
郎
は
、
近
代
日
本
軍
の
創
設
功
労
者
と
し
て
歴
史
に
そ

の
名
を
留
め
て
い
る
。
大
村
は
明
治
二
年
六
月
四
日
、
京
都
に
お
い

て
凶
徒
に
襲
わ
れ
重
傷
を
負
い
、
蘭
医
ボ
ー
ド
イ
ン
の
治
療
を
受
け

た
が
遂
に
十
一
月
五
日
死
去
し
た
。
遺
体
は
郷
土
の
周
防
国
鋳
銭
司

（
現
山
口
市
鋳
銭
司
）
に
葬
ら
れ
た
。

　

地
元
の
人
々
は
、
大
村
の
遺
徳
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
墓
所
の

近
く
に
小
さ
な
神
社
を
建
立
す
る
に
決
し
、
多
く
の
人
々
の
奉
仕
作

業
に
よ
り
完
成
、
明
治
五
年
三
月
鎮
座
祭
を
行
っ
た
。

　

昭
和
九
年
、
新
社
殿
建
設
の
計
画
が
進
め
ら
れ
た
が
実
現
せ
ず
、

数
年
後
再
度
新
社
殿
建
設
の
気
運
が
高
ま
り
、
昭
和
十
六
年
、
墓
所

か
ら
少
し
離
れ
た
見
晴
ら
し
の
よ
い
山
腹
に
建
立
す
る
に
決
し
工
事

が
開
始
さ
れ
た
。
ほ
と
ん
ど
地
元
の
人
々
の
奉
仕
作
業
で
工
事
は
進

め
ら
れ
た
が
、
戦
時
中
の
厳
し
い
条
件
の
な
か
、
工
事
は
難
航
し
、

漸
く
戦
後
の
二
十
一
年
に
完
成
し
た
。
御
神
体
は
、
大
村
が
有
栖
川

研
究
ノ
ー
ト
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宮
熾
仁
親
王
か
ら
賜
っ
た
鉄
扇
で
あ
る
。

　

神
社
の
傍
に
山
口
市
立
鋳
銭
司
郷
土
館
が
あ
り
、
大
村
の
遺
品
な

ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

二
、
南
州
神
社
（
西
郷
隆
盛
を
祀
る
神
社
）

　

南
州
神
社
は
、
鹿
児
島
市
・
山
形
県
酒
田
市
・
宮
崎
県
都
城
市
・

鹿
児
島
県
沖
永
良
部
島
和
泊
町
の
四
個
所
に
あ
る
。

１　

南
州
神
社
（
鹿
児
島
市
上
竜
尾
町
二
）

　

明
治
十
年
の
西
南
戦
争
で
戦
没
し
た
西
郷
隆
盛
以
下
を
祀
る
祠
を

建
て
る
気
運
が
、
鹿
児
島
で
高
ま
り
、
明
治
十
三
年
一
月
に
、
神
社

の
前
身
で
あ
る
参
拝
所
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
正
二
年
十
月

社
殿
が
完
成
し
、
同
十
一
年
六
月
南
州
神
社
の
社
号
が
許
さ
れ
、
昭

和
二
年
九
月
に
桐
野
利
秋
以
下
を
祀
る
摂
社
が
同
じ
境
内
に
建
て
ら

れ
た
。

　

昭
和
二
十
年
七
月
空
襲
で
炎
上
し
、
同
三
十
二
年
九
月
に
再
建
さ

れ
た
。
祭
神
の
命
日
に
当
た
る
九
月
二
十
四
日
が
例
祭
で
あ
る
。
神

社
に
隣
接
し
て
南
州
墓
地
と
西
郷
南
州
顕
彰
館
が
あ
る
。

２　

南
州
神
社
（
山
形
県
酒
田
市
大
字
宮
野
浦
）

　

戊
辰
戦
争
で
官
軍
と
激
し
く
戦
っ
た
庄
内
藩
（
鶴
岡
藩
）
は
、
西

郷
の
計
ら
い
で
寛
大
な
処
分
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
感
激
し
た
家
老
の

菅
実
秀
は
、
後
に
鹿
児
島
を
訪
ね
西
郷
の
教
え
を
請
い
、
そ
の
教
え

を
「
南
州
翁
遺
訓
」
と
し
て
ま
と
め
世
に
広
め
た
。
二
人
の
徳
を
称

え
る
た
め
、
地
元
庄
内
の
人
々
は
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
、
二
人
の

霊
を
祀
る
南
州
神
社
を
酒
田
市
宮
野
浦
に
建
立
し
た
。
神
殿
は
、
伊

勢
神
宮
の
御
古
材
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
建
造
さ
れ
た
。

　

な
お
、
境
内
に
は
二
人
の
坐
像
「
徳
の
交
わ
り
」
銅
像
が
、
平
成

十
三
年
九
月
に
建
て
ら
れ
た
。

３　

南
州
神
社
（
宮
崎
県
都
城
市
庄
内
町
）

　

昭
和
二
年
、
西
南
戦
争
五
十
周
年
に
あ
た
り
、
当
時
の
北
諸
県
郡

庄
内
町
で
は
、
西
郷
南
州
翁
と
西
南
戦
争
で
の
地
元
出
身
戦
没
者
の

霊
を
祀
る
神
社
を
建
立
す
る
気
運
が
高
ま
り
、
昭
和
四
年
五
月
、
鹿

児
島
の
南
州
神
社
の
分
霊
を
請
願
し
庄
内
南
州
神
社
を
建
立
し
た
。

　

昭
和
五
十
三
年
十
月
、
出
火
に
よ
り
社
殿
を
焼
失
し
た
が
、
地
元

民
の
熱
意
に
よ
り
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
に
再
建
さ
れ
た
。

４　

南
州
神
社
（
鹿
児
島
県
沖
永
良
部
島
和
泊
町
手
々
知
名
）

　

西
郷
隆
盛
は
、
文
久
二
年
六
月
、
島
津
久
光
の
命
に
従
わ
ず
浪
士

を
煽
動
し
て
い
る
と
い
う
罪
で
、
徳
之
島
、
つ
い
で
沖
永
良
部
島
に

流
さ
れ
た
。
沖
永
良
部
島
で
約
一
年
半
、
流
罪
人
の
生
活
を
送
っ
た

が
、
こ
の
間
島
民
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
明
治
三
十
四
年
一
月
、

西
郷
が
生
活
し
た
座
敷
牢
の
所
在
地
に
、
西
郷
を
祀
っ
た
南
州
神
社

が
建
立
さ
れ
た
。　

　

昭
和
五
十
三
年
八
月
、
上
野
の
西
郷
銅
像
を
模
し
た
小
さ
目
の
西

郷
銅
像
が
、
境
内
の
拝
殿
横
に
建
て
ら
れ
た
。
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三
、�

西
郷
神
社
（
栃
木
県
大
田
原
市
加
治
屋　

西
郷
従
道
元

帥
を
祀
る
神
社
）

　

明
治
十
四
年
、
当
時
参
議
兼
農
商
務
卿
で
あ
っ
た
西
郷
従
道
は
、

従
兄
で
陸
軍
卿
の
大
山
巌
と
共
同
で
那
須
の
原
野
五
百
町
歩
を
政
府

か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
、
入
植
者
を
集
め
原
野
の
開
墾
を
進
め
て

い
っ
た
。
明
治
三
十
四
年
、
両
家
で
等
分
し
て
西
郷
農
場
・
大
山
農

場
と
し
た
。

　

西
郷
農
場
の
関
係
者
は
、
西
郷
従
道
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
明
治

三
十
六
年
七
月
、
そ
の
霊
を
祀
る
西
郷
神
社
を
農
場
の
一
角
に
建
立

し
た
。
全
て
石
造
り
で
し
か
も
柱
・
壁
・
屋
根
に
彫
刻
が
施
さ
れ
た

珍
し
い
社
殿
で
あ
る
。
御
神
体
は
、
白
鞘
の
短
刀
一
振
り
・
防
寒
用

長
靴
下
一
足
・
狩
猟
用
上
衣
一
着
で
あ
る
。

四
、
乃
木
神
社

　

大
正
元
年
九
月
十
三
日
、
明
治
天
皇
の
大
葬
の
日
、
乃
木
希
典
は

夫
人
と
と
も
に
殉
死
し
、
一
躍
軍
神
と
仰
が
れ
、
国
民
的
人
気
を
博

し
た
。
こ
の
た
め
全
国
で
乃
木
将
軍
に
縁
の
あ
る
と
こ
ろ
、
即
ち
東

京
赤
坂
・
北
海
道
函
館
市
・
栃
木
県
那
須
野
・
京
都
府
伏
見
・
山
口

県
下
関
市
・
香
川
県
善
通
寺
市
の
六
個
所
に
乃
木
将
軍
を
祀
る
乃
木

神
社
が
建
立
さ
れ
た
。
他
に
個
人
お
よ
び
有
志
が
建
て
た
乃
木
神
社

が
、
北
海
道
室
蘭
市
日
本
製
銅
室
蘭
製
作
所
内
・
埼
玉
県
飯
能
市
坂

石
秩
父
御
嶽
神
社
内
・
新
潟
県
加
茂
市
元
狭
口
・
富
山
市
八
尾
町
城
ヶ

山
・
愛
知
県
豊
明
市
栄
町
・
別
府
市
南
立
石
乙
原
・
大
分
県
杵
築
市

杵
築
八
坂
神
社
内
な
ど
に
あ
る
。

１　

乃
木
神
社
（
東
京
都
港
区
赤
坂
）

　

乃
木
将
軍
が
殉
死
す
る
や
、
時
の
東
京
市
長
阪
谷
芳
郎
が
中
心
に

な
り
中
央
乃
木
会
が
結
成
さ
れ
、
神
社
創
立
が
計
画
準
備
さ
れ
、
大

正
十
二
年
十
一
月
、
乃
木
神
社
が
旧
乃
木
邸
の
隣
に
建
立
さ
れ
鎮
座

祭
が
行
わ
れ
た
。
大
正
十
三
年
八
月
に
府
社
と
な
り
、
昭
和
二
十
年

五
月
の
空
襲
に
よ
り
本
殿
以
下
焼
失
し
、
昭
和
二
十
三
年
に
仮
本
殿

を
建
て
、
昭
和
三
十
七
年
に
本
殿
以
下
が
竣
工
し
た
。

　

境
内
に
は
宝
物
殿
が
あ
り
、
遺
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
隣
に
旧

乃
木
邸
が
保
存
さ
れ
、
命
日
な
ど
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

２　

乃
木
神
社
（
函
館
市
乃
木
町
）

　

大
正
の
初
期
、
函
館
の
有
志
に
よ
り
函
館
乃
木
会
が
結
成
さ
れ
、

乃
木
将
軍
の
追
悼
祭
が
行
わ
れ
て
て
い
た
が
、
こ
の
函
館
乃
木
会
が

中
心
に
な
っ
て
函
館
の
有
志
に
呼
び
か
け
、
大
正
五
年
九
月
、
函
館

市
乃
木
町
に
乃
木
神
社
が
建
立
さ
れ
た
。
土
地
は
、
乃
木
将
軍
を
崇

敬
す
る
函
館
の
実
業
家
小
熊
幸
一
郎
氏
が
提
供
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
、
経
済
の
大
変
動
に
よ
り
、
神
社
境
内
の
土
地
は
、
小
熊
氏

か
ら
乃
木
将
軍
の
崇
敬
家
池
田
宇
一
郎
氏
に
譲
渡
さ
れ
、
池
田
氏
没

後
の
昭
和
三
十
九
年
九
月
、
東
京
の
乃
木
神
社
に
寄
進
さ
れ
東
京
乃

木
神
社
函
館
分
社
と
な
っ
た
。
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３　

乃
木
神
社
（
栃
木
県
那
須
塩
原
市
石
林
）

　

乃
木
希
典
は
、
明
治
二
十
四
年
那
須
野
原
の
石
林
に
農
地
を
譲
り

受
け
、
休
職
中
の
二
十
五
年
・
三
十
一
年
・
三
十
四
～
三
十
七
年
の

間
、
こ
の
那
須
の
別
邸
で
農
耕
を
し
な
が
ら
自
適
の
生
活
を
送
っ
た
。

現
職
時
も
、
余
暇
を
得
て
こ
の
別
邸
を
訪
ね
て
い
た
。

　

乃
木
将
軍
殉
死
の
後
、
そ
の
遺
徳
を
偲
ぶ
石
林
の
住
民
は
、
乃
木

夫
妻
を
祀
る
神
社
の
創
建
を
決
議
し
、
大
正
五
年
四
月
、
乃
木
神
社

を
建
立
し
た
。
乃
木
自
ら
設
計
し
て
明
治
二
十
五
年
に
建
て
ら
れ
た

別
邸
は
、
昭
和
四
十
一
年
に
栃
木
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
が
、
平
成

二
年
十
月
過
激
派
の
放
火
で
焼
失
し
、
五
年
三
月
復
元
さ
れ
た
。

４　

乃
木
神
社
（
京
都
府
伏
見
区
桃
山
町
）

　

明
治
天
皇
御
大
葬
の
日
、
乃
木
将
軍
は
「
う
つ
し
世
を
神
さ
り
ま

し
し
大
君
の
み
あ
と
し
た
い
て
我
は
ゆ
く
な
り
」
の
辞
世
の
句
を
残

し
て
殉
死
し
た
。
乃
木
将
軍
の
殉
死
と
こ
の
辞
世
の
句
に
感
銘
を
受

け
た
、
鉄
道
事
業
家
村
野
山
人
翁
は
、
明
治
天
皇
が
葬
ら
れ
て
い
る

桃
山
御
陵
の
近
く
に
乃
木
将
軍
を
祀
る
神
社
を
建
て
よ
う
と
決
意
し
、

全
国
の
乃
木
将
軍
崇
敬
者
の
協
力
を
得
て
、
大
正
五
年
九
月
、
御
陵

の
南
麓
に
乃
木
神
社
を
建
立
し
た
。

　

境
内
に
は
、
日
露
戦
争
の
旅
順
攻
略
戦
の
時
、
第
三
軍
の
司
令
部

が
置
か
れ
て
い
た
柳
樹
房
の
農
家
を
移
設
し
た
記
念
館
、
下
関
市
長

府
の
乃
木
旧
邸
を
再
現
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

５　

乃
木
神
社
（
山
口
県
下
関
市
長
府
宮
の
内
町
）

　

乃
木
将
軍
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
長
府
の
地
に
、
乃
木
神
社
建

立
の
気
運
が
高
ま
り
、
地
元
お
よ
び
広
く
有
志
の
協
力
を
得
て
、
大

正
八
年
十
二
月
に
社
殿
が
完
成
し
、
翌
九
年
二
月
に
県
社
に
列
し
、

四
月
に
鎮
座
際
が
行
わ
れ
た
。
社
殿
は
、
将
軍
が
総
督
を
勤
め
た
台

湾
の
阿
里
山
の
檜
で
建
造
さ
れ
た
。

　

境
内
に
は
、
乃
木
家
旧
邸
・
宝
物
館
・
乃
木
将
軍
夫
妻
の
銅
像
が

あ
る
。

６　

乃
木
神
社
（
香
川
県
善
通
寺
市
文
京
町
）

　

明
治
三
十
一
年
、
善
通
寺
に
第
十
一
師
団
が
創
設
さ
れ
、
乃
木
希

典
中
将
が
初
代
の
師
団
長
と
し
て
、
三
十
四
年
ま
で
就
任
し
て
い
た
。

乃
木
将
軍
殉
死
の
後
、
善
通
寺
町
で
は
、
大
正
三
年
に
町
の
有
志
に

よ
っ
て
乃
木
将
軍
遺
蹟
会
を
設
立
し
、
神
社
建
立
の
計
画
準
備
を
進

め
、
昭
和
三
年
に
四
国
乃
木
会
と
し
、
軍
縮
に
よ
り
徳
島
に
転
営
し

た
歩
兵
第
四
十
三
連
隊
跡
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
、
昭
和
十
二
年

五
月
に
乃
木
神
社
を
建
立
し
た
。
戦
後
、
隣
接
す
る
護
国
神
社
と
併

せ
「
讃
岐
の
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

五
、
児
玉
神
社

　

陸
軍
大
将
児
玉
源
太
郎
を
祀
る
児
玉
神
社
は
、
神
奈
川
県
の
江
ノ

島
と
山
口
県
徳
山
（
現
在
周
南
市
）
の
二
個
所
に
あ
る
。

１　

児
玉
神
社
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
江
ノ
島
）

　

児
玉
大
将
は
、
満
州
軍
総
参
謀
長
と
し
て
日
露
戦
争
の
勝
利
に
貢
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献
し
、
戦
後
は
参
謀
総
長
と
し
て
日
本
の
国
防
を
再
検
討
す
る
重
大

な
時
に
斃
れ
た
。
全
国
各
地
の
児
玉
大
将
崇
敬
者
た
ち
は
、
大
正
十

年
、
児
玉
が
愛
し
た
湘
南
の
江
ノ
島
に
、
児
玉
神
社
を
建
立
し
た
。

　

神
社
の
一
の
鳥
居
の
傍
に
、
児
玉
大
将
の
死
を
悼
ん
だ
山
県
有
朋

の「
越
え
ば
又
里
や
あ
ら
ん
と
頼
み
て
し
杖
さ
え
折
れ
ぬ
老
の
坂
道
」

と
い
う
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

２　

児
玉
神
社
（
山
口
県
周
南
市
児
玉
町
）

　

徳
山
出
身
の
児
玉
大
将
を
崇
敬
す
る
地
元
の
人
々
は
、
大
正
十
一

年
十
二
月
、
旧
児
玉
邸
跡
に
児
玉
神
社
を
建
立
し
た
。
昭
和
八
年
に

県
社
に
列
せ
ら
れ
た
が
、
二
十
年
の
空
襲
で
焼
失
し
、
戦
後
再
建
さ

れ
た
。
明
治
三
十
六
年
、
郷
土
の
子
供
た
ち
の
た
め
に
、
私
費
を
投

じ
て
「
児
玉
文
庫
」
を
旧
邸
内
に
開
設
し
て
い
た
が
、
空
襲
で
神
社

と
と
も
に
焼
失
し
、
そ
の
跡
形
も
な
い
。

六
、
永
山
神
社
（
北
海
道
旭
川
市
永
山
四
条
）

　

北
海
道
中
央
部
上
川
地
方
へ
の
屯
田
兵
増
設
計
画
を
、
永
山
武
四

郎
屯
田
兵
司
令
官
が
天
皇
に
説
明
し
た
際
、
こ
の
地
方
に
未
だ
村
名

が
な
い
と
言
う
と
、
天
皇
は
「
お
前
の
姓
を
取
っ
て
永
山
村
と
名
付

け
る
が
よ
い
」
と
の
仰
せ
で
、
こ
の
地
区
は
永
山
村
と
命
名
さ
れ
た
。

明
治
二
十
四
年
永
山
村
に
屯
田
兵
四
百
戸
が
入
植
し
上
川
地
方
の
開

拓
が
始
ま
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
、
村
民
は
天
照
大
神
と
大
国
主
神

を
祀
る
神
社
を
建
て
た
が
、
大
正
九
年
九
月
、
開
拓
の
祖
で
あ
る
永

山
武
四
郎
将
軍
を
合
祀
し
た
。

　

大
正
十
一
年
八
月
郷
社
に
、
昭
和
二
十
年
四
月
県
社
に
昇
格
し
た
。

長
年
の
風
雪
で
社
殿
が
老
朽
化
し
た
の
で
、
平
成
四
年
に
改
築
工
事

を
始
め
、
翌
五
年
六
月
竣
工
し
遷
座
祭
を
行
っ
た
。

　

境
内
に
は
、
永
山
武
四
郎
将
軍
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

七
、
橘
神
社
（
長
崎
県
雲
仙
市
千
々
石
町
）

　

橘
周
太
少
佐
は
、
日
露
戦
争
に
出
征
し
、
明
治
三
十
七
年
八
月
、

遼
陽
首
山
堡
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
。
死
後
中
佐
に
進
級
し
、
海
軍
の

広
瀬
中
佐
と
と
も
に
軍
神
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
郷
里
千
々

石
村
の
人
々
は
、
橘
中
佐
を
祀
る
橘
神
社
の
創
建
を
願
い
出
、
昭
和

十
五
年
に
漸
く
建
立
さ
れ
た
。

　

境
内
に
は
、
橘
中
佐
の
生
家
の
一
部
を
移
転
修
復
し
た
遺
徳
館
が

あ
り
、
遺
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
元
出
身
の
彫
刻
家
北

村
西
望
作
の
橘
中
佐
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

八
、�

巨
杉
神
社
（
高
知
県
長
岡
郡
大
豊
町
杉　

山
下
奉
文
大

将
を
祀
る
神
社
）

　

山
下
将
軍
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
攻
略
で
一
躍
有
名
に
な
り
、
後
に

第
十
四
方
面
軍
司
令
官
と
し
て
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
の
防
衛
に
当
っ
た
が

敗
戦
と
な
り
、
戦
後
マ
ニ
ラ
の
軍
事
法
廷
で
死
刑
の
判
決
を
受
け
、

絞
首
刑
に
な
っ
た
。
山
下
将
軍
を
尊
敬
す
る
戦
友
会
と
地
元
の
人
々
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に
よ
っ
て
、
昭
和
六
十
年
十
一
月
、
地
元
の
八
坂
神
社
境
内
に
将
軍

を
祀
る
小
さ
な
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

九
、
東
郷
神
社

　

日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
海
海
戦
で
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊

を
殲
滅
し
た
連
合
艦
隊
司
令
長
官
東
郷
平
八
郎
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ネ

ル
ソ
ン
に
匹
敵
す
る
偉
大
な
提
督
と
し
て
、
世
界
的
に
有
名
に
な
り
、

後
に
元
帥
に
列
せ
ら
れ
た
。
東
郷
元
帥
を
祀
る
東
郷
神
社
は
、
東
京

と
埼
玉
県
飯
能
市
お
よ
び
福
岡
県
津
屋
崎
に
あ
る
。

１　

東
郷
神
社
（
東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
）

　

東
郷
元
帥
が
昭
和
九
年
五
月
に
没
す
る
や
、
翌
十
年
十
二
月
に
財

団
法
人
東
郷
元
帥
記
念
会
が
設
立
さ
れ
、
全
国
の
崇
敬
者
の
協
賛
に

よ
り
、
昭
和
十
五
年
五
月
に
東
郷
神
社
が
創
建
さ
れ
、
鎮
座
祭
が
行

わ
れ
、
府
社
に
列
せ
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
年
五
月
の
空
襲
に
よ
り
社

殿
は
焼
失
し
、
二
十
三
年
に
仮
社
殿
を
建
設
、
三
十
九
年
に
再
建
さ

れ
た
。

　

境
内
に
は
、
記
念
館
・
日
本
庭
園
・
旧
東
郷
邸
か
ら
移
築
さ
れ
た

蔵
な
ど
が
あ
る
。

２　

東
郷
神
社
（
埼
玉
県
飯
能
市
坂
石
〈
旧
吾
野
村
坂
石
〉）

　

吾
野
に
御
嶽
神
社
を
創
立
し
た
鴨
下
清
八
翁
は
、
大
正
十
四
年
に

東
郷
元
帥
の
銅
像
を
そ
の
境
内
に
建
て
、
東
郷
元
帥
が
昭
和
九
年
に

亡
く
な
る
や
、
翌
十
年
四
月
に
東
郷
神
社
を
銅
像
の
近
く
に
建
立
し

た
。
境
内
に
軍
艦
三
笠
の
被
弾
し
た
甲
板
の
一
部
・
ロ
シ
ア
軍
の
機

雷
・
砲
弾
・
野
砲
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
近
く
に
は
乃
木
大
将
の
銅

像
と
乃
木
神
社
が
あ
る
。

３　

東
郷
神
社
（
福
岡
県
福
津
市
渡
〈
旧
津
屋
崎
町
渡
〉）

　

東
郷
元
帥
を
崇
敬
す
る
津
屋
崎
町
の
町
会
議
員
で
あ
っ
た
安
部
正

弘
氏
は
、
玄
界
灘
を
一
望
で
き
る
大
峰
山
に
東
郷
公
園
を
造
り
、
昭

和
九
年
、
園
内
に
日
本
海
海
戦
紀
念
碑
と
東
郷
記
念
館
を
建
て
た
。

昭
和
四
十
四
年
、
念
願
の
東
郷
元
帥
を
祀
る
東
郷
神
社
が
建
立
さ
れ

た
。
記
念
館
は
宝
物
館
と
な
り
元
帥
縁
の
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

十
、
広
瀬
神
社
（
大
分
県
竹
田
市
竹
田
）

　

広
瀬
武
夫
少
佐
は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
旅
順
口
閉
塞
作
戦
に
お

い
て
戦
死
し
た
。
死
後
中
佐
に
進
級
し
、
陸
軍
の
橘
中
佐
と
と
も
に

軍
神
と
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
郷
里
の
竹
田
の
人
々
は
、
全
国

の
多
く
の
人
々
の
協
賛
を
得
て
、
昭
和
十
年
五
月
に
、
広
瀬
中
佐
を

祀
る
広
瀬
神
社
を
中
佐
の
生
誕
地
竹
田
に
建
立
し
た
。
昭
和
二
十
三

年
に
、
竹
田
市
お
よ
び
近
郊
出
身
の
戦
没
者
が
合
祀
さ
れ
た
。

　

境
内
に
は
、
広
瀬
武
夫
記
念
館
が
あ
り
、
軍
艦
朝
日
の
カ
ッ
タ
ー

お
よ
び
中
佐
の
遺
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。　
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